
告 
 

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
二
号 

 
政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
第
八
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
手
話
通
訳
士
に
よ
る
手
話
通
訳
を
付
し
て
政
見
を
録
画
す
る
放
送
事
業
者
を

次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 

平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
六
号
（
埼
玉
県
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
手
話
通
訳
士

に
よ
る
手
話
通
訳
を
付
し
て
政
見
を
録
画
す
る
放
送
事
業
者
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

な
お
、
こ
の
告
示
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
又
は
告
示
さ
れ

る
選
挙
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

日
本
放
送
協
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